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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動発生器の制御方法であって、
　タッチパネルを有するモバイル機器に取り付けられた前記振動発生器は、
　コイルと、
　前記コイルが巻き回される方向において、当該コイルに対向するマグネットと、
　前記マグネットを有する可動部と、
　前記コイルに所定の周波数の交流電流を印加する電源部と、を有し、
　前記電源部に、起動時は前記可動部の共振周波数より低い起動周波数の交流電流を前記
コイルに印加させ、
　前記起動周波数の交流電流の印加を行った後、印加する前記交流電流の周波数を前記可
動部の共振周波数に変更する、振動発生器の制御方法。
【請求項２】
　前記起動周波数における振動量が前記共振周波数における飽和振動量に達する前に、前
記交流電流の周波数を前記可動部の共振周波数に変更する、請求項１に記載の振動発生器
の制御方法。
【請求項３】
　振動発生器の制御方法であって、
　前記振動発生器は、
　コイルと、
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　前記コイルが巻き回される方向において、当該コイルに対向するマグネットと、
　前記マグネットを有する可動部と、
　前記コイルに所定の周波数の交流電流を印加する電源部と、を有し、
　前記電源部に、起動時は前記可動部の共振周波数より低い起動周波数の交流電流を前記
コイルに印加させ、
　前記起動周波数の交流電流の印加を行った後、前記起動周波数における振動量が前記共
振周波数における飽和振動量に達する前に、印加する前記交流電流の周波数を前記可動部
の共振周波数に変更する、振動発生器の制御方法。
【請求項４】
　タッチパネルと、
　振動発生器と、を備え、
　前記振動発生器は、
　コイルと、
　前記コイルが巻き回される方向において、当該コイルに対向するマグネットと、
　前記マグネットを有する可動部と、
　前記コイルに交流電流を印加する電源部と、を有し、
　前記電源部は、起動時は前記可動部の共振周波数より低い起動周波数の交流電流を前記
コイルに印加し、前記起動周波数の交流電流の印加を行った後、前記交流電流の周波数を
前記可動部の共振周波数に変更する、モバイル機器。
【請求項５】
　前記電源部は、前記起動周波数における振動量が前記共振周波数における飽和振動量に
達する前に、前記交流電流の周波数を前記可動部の共振周波数に変更する、請求項４に記
載のモバイル機器。
【請求項６】
　コイルと、
　前記コイルが巻き回される方向において、当該コイルに対向するマグネットと、
　前記マグネットを有する可動部と、
　前記コイルに交流電流を印加する電源部と、を有し、
　前記電源部は、起動時は前記可動部の共振周波数より低い起動周波数の交流電流を前記
コイルに印加し、前記起動周波数の交流電流の印加を行った後、前記起動周波数における
振動量が前記共振周波数における飽和振動量に達する前に、前記交流電流の周波数を前記
可動部の共振周波数に変更する、振動発生器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リニア型モータにより振動を発生する振動発生器の制御方法および振動発生
器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、リニア型モータを用いた振動発生器が知られている（例えば、特許文献１、２参
照）。
　特許文献１に記載のリニアモータ（振動発生器）は、渦巻状の電流線を有する固定部と
、渦巻状の電流線の表面に沿って移動可能に設けられた可動部を有する。電流線は、一対
の渦巻状の平面コイルを有する。可動部は、電流線と対向する磁極面を有する。また、固
定部には、可動部が移動する際に衝突する板ばねが設けられている。
　これによりリニアモータの薄型化を図り、固定部が所定の振動量に達するまでの応答時
間（起動時間）の短縮化を図っている。
【０００３】
　また、特許文献２に記載の揺動体装置（振動発生器）は、共振周波数を持つ少なくとも
１つの揺動可能に支持された揺動体を含む振動系と、振動系を駆動する駆動手段と、振動
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系の共振周波数を検出する検出手段を有する。さらに、振動系の共振周波数に応じて、駆
動手段に印加される駆動信号の駆動周波数を変更する駆動制御手段と、第１の所定のタイ
ミングで、検出手段により検出される周波数を記憶する記憶手段を有する。駆動制御手段
は、記憶手段に記憶された後に、第２の所定のタイミングで、記憶された周波数を参照し
て駆動周波数を設定し、駆動制御を行う。
　これにより、共振周波数に近い周波数で駆動信号を生成する可能性を大きくすることが
でき、起動時間の短縮化を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－５１９４６号公報
【特許文献２】特開２００９－１０１３４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述した特許文献１および特許文献２の先行技術では、いずれも共振周波数で起動する
ことが前提となる。このため、起動速度や共振周波数の記憶、環境の変化による共振周波
数のずれの検知などを行うことによって、起動時間の短縮化を図っている。
　しかしながら、このような方法では、共振周波数における自由振動が大きいため逆起電
力が最大となり、起動に時間を要するという問題が解決できないという問題があった。
【０００６】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、可動部の共振周波数における
定常振動量に達するまでの起動時間を短縮化することができる振動発生器の制御方法およ
び振動発生器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）本願発明に係る１つの態様は、振動発生器の制御方法であって、タッチパネルを有
するモバイル機器に取り付けられた前記振動発生器は、コイルと、前記コイルが巻き回さ
れる方向において、当該コイルに対向するマグネットと、前記マグネットを有する可動部
と、前記コイルに所定の周波数の交流電流を印加する電源部と、を有し、前記電源部に、
起動時は前記可動部の共振周波数より低い起動周波数の交流電流を前記コイルに印加させ
、前記起動周波数の交流電流の印加を行った後、印加する前記交流電流の周波数を前記可
動部の共振周波数に変更する、振動発生器の制御方法を提供する。
【０００８】
（２）上記（１）に記載の振動発生器の制御方法において、前記起動周波数における振動
量が前記共振周波数における飽和振動量に達する前に、前記交流電流の周波数を前記可動
部の共振周波数に変更するものであってもよい。
　本願発明に係る１つの態様は、振動発生器の制御方法であって、前記振動発生器は、コ
イルと、前記コイルが巻き回される方向において、当該コイルに対向するマグネットと、
前記マグネットを有する可動部と、前記コイルに所定の周波数の交流電流を印加する電源
部と、を有し、前記電源部に、起動時は前記可動部の共振周波数より低い起動周波数の交
流電流を前記コイルに印加させ、前記起動周波数の交流電流の印加を行った後、前記起動
周波数における振動量が前記共振周波数における飽和振動量に達する前に、印加する前記
交流電流の周波数を前記可動部の共振周波数に変更する、振動発生器の制御方法を提供す
る。
【０００９】
（３）本願発明に係る１つの態様は、タッチパネルと、振動発生器と、を備え、前記振動
発生器は、コイルと、前記コイルが巻き回される方向において、当該コイルに対向するマ
グネットと、前記マグネットを有する可動部と、前記コイルに交流電流を印加する電源部
と、を有し、前記電源部は、起動時は前記可動部の共振周波数より低い起動周波数の交流
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電流を前記コイルに印加し、前記起動周波数の交流電流の印加を行った後、前記交流電流
の周波数を前記可動部の共振周波数に変更する、モバイル機器を提供する。
　上記（３）に記載のモバイル機器において、前記電源部は、前記起動周波数における振
動量が前記共振周波数における飽和振動量に達する前に、前記交流電流の周波数を前記可
動部の共振周波数に変更するものであってもよい。
　本願発明に係る１つの態様は、コイルと、前記コイルが巻き回される方向において、当
該コイルに対向するマグネットと、前記マグネットを有する可動部と、前記コイルに交流
電流を印加する電源部と、を有し、前記電源部は、起動時は前記可動部の共振周波数より
低い起動周波数の交流電流を前記コイルに印加し、前記起動周波数の交流電流の印加を行
った後、前記起動周波数における振動量が前記共振周波数における飽和振動量に達する前
に、前記交流電流の周波数を前記可動部の共振周波数に変更する、振動発生器を提供する
。
【００１０】
　本発明では、起動周波数を共振周波数よりも小さくすることにより、起動周波数の飽和
振動量に対して一定割合の振動量に達するまでの時間が短縮化される。これにより、振動
子の共振周波数における定常振動量に達するまでの起動時間を短縮化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る実施形態の振動発生器において蓋部材を透視した平面図
【図２】図１中ＩＩ方向から見た正面図
【図３】図１中ＩＩＩ方向から見た側面図
【図４】駆動電圧波形を示すグラフ
【図５】周波数に対する起動時間および振動量を示す表
【図６】図５の表の起動時間および振動量を示すグラフ
【図７】周波数と起動速度との関係を示すグラフ
【図８】周波数と推定起動時間との関係を示すグラフ
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る実施形態の振動発生器について、図面を用いて説明する。
　図１～図３に示すように、振動発生器１０は、例えばモバイル機器等に取り付けて、振
動により受信したことを知らせる装置や、液晶のタッチパネルのハプティクス機能に用い
ることができる。
　振動発生器１０は、矩形で高さが低い薄型の箱状の筐体２０を有する。筐体２０は、モ
バイル機器等に取り付けられる底板（固定部）２１と、底板２１を上方から覆う下方が開
口した矩形箱状の蓋部材２２を有する。
【００１３】
　底板２１の上面２１１には、巻回されたコイル２４が取り付けられている。コイル２４
は、底板２１の一方向に長く、多方向に幅が若干狭い１個の平面視で略長円形状に巻回さ
れている。なお、以後の説明においては、コイルの長手方向を「Ｘ方向」、Ｘ方向に直交
する方向を「Ｙ方向（あるいは、左右）」という。また、Ｘ方向およびＹ方向と直交し、
図３中上方を「上」といい、反対側を「下」という。
　コイル２４のＸ方向一端から、筐体２０の外部に延びるＦＰＣ（Flexible　printed　c
ircuits；フレキシブルプリント基板）２５が設けられている。ＦＰＣ２５は、電源部４
０に接続されて、コイル２４に交流電流を印加して駆動する。
　なお、コイル２４の個数および形状は、これに限るものではない。例えば、平面視で円
形や矩形のコイルを複数個用いることもできる。
【００１４】
　底板２１の上面２１１の四隅には、柱状部材２６が各々取り付けられている。柱状部材
２６は、ここでは矩形断面を有するが、断面形状は円形、長円形、正多角形等任意である
。柱状部材２６の間には、架橋部２７がＸ方向に沿って連結されている。架橋部２７は、
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柱状部材２６の上部（図３において上部）に設けられている。すなわち、一対の架橋部２
７は、底板２１の上面２１１から上方に離れて、互いに対向して平行に設けられている。
架橋部２７は、主にＹ方向に弾性変形する。
　柱状部材２６および架橋部２７は、例えば耐熱使用のシリコンゴムを用いて形成されて
おり、全体としてラバースプリングとして機能する。
【００１５】
　一対の架橋部２７の間には、振動子（可動部）３０が取り付けられている。従って、振
動子３０は、架橋部２７によって移動可能に支持されている。
　振動子３０は、薄い矩形板状の永久磁石であるマグネット３１を有する。マグネット３
１には、磁束の漏れを防ぎマグネットの磁力を最大限に引き出すために磁性部品であるバ
ックヨーク３２やウェイト３３が設けられている。バックヨーク３２は、マグネット３１
の上面を覆うとともに、コイル２４のＸ方向端部から外側に突出する突出部３２１、３２
１を有する。
　すなわち、振動子３０は、マグネット３１およびバックヨーク３２およびウェイト３３
を一体的に接続して形成されている。
【００１６】
　振動子３０のＹ方向両端部は、架橋部２７に取り付けられている。このとき、バックヨ
ーク３２の突出部３２１は、左右の柱状部材２６の間において、柱状部材２６との間に一
定の隙間を形成する大きさに形成されている。
　振動子３０と架橋部２７と柱状部材２６は、インサート成形により一体的に形成するこ
とができる。従って、柱状部材２６を底板２１の上面２１１に取り付けることにより、振
動子３０はコイル２４の上方においてコイル２４の上面と平行に対向して、主にＹ方向に
移動可能に配置される。
【００１７】
　電源部４０は、印加する交流電流の周波数を変えることができ、ＦＰＣ２５を介して所
定の周波数の交流電流をコイル２４に印加する。交流電流が印加されたコイル２４は、振
動子３０をコイル２４に対して往復運動させるための磁場を発生する。すなわち、コイル
２４に電流が流れると、コイル２４が励磁し、上下方向に磁場が生じる。磁場が生じると
、マグネット３１がこの磁場の影響を受けて、反発・吸引の力（推力）が生じる。これに
より、振動子３０には、磁場の方向及びマグネット３１の磁極の配置に応じて、左右方向
へ変位させる力が作用するようにすることができる。
【００１８】
　振動子３０は、架橋部２７を弾性変形させながら移動するため、移動量が大きくなると
反対向きの弾性復帰力が大きくなる。そして、推力が弱くなると、架橋部２７の弾性復帰
力により、振動子３０は原点位置（電流が印加されていない位置）に戻ろうとする。従っ
て、コイル２４に交流電流を印加することにより、振動子３０は、架橋部２７をたわませ
ながら、左右方向に往復変位（すなわち、振動）する。
　なお、バックヨーク３２の突出部３２１が左右の柱状部材２６に挟まれているので、バ
ックヨーク３２の移動可能量は制限される。このため、振動子３０の過剰な移動を防止し
て、所定の振動量に規制することができる。
【００１９】
　次に、振動発生器の制御方法について説明する。
　電源部４０は、起動時には架橋部２７に支持された振動子３０の固有の共振周波数とは
異なる起動周波数の交流電流をコイル２４に印加して起動する。ここで、図４に示すよう
に、起動時を、振動量が振動子３０の共振周波数における飽和振動量（以後、「定常振動
量」ともいう。）の例えば９０％に達するまでの時間と定義することができる。
　図５および図６には、共振周波数付近の周波数で駆動した時の起動時間と振動量が示さ
れている。図５および図６に示すように、起動周波数を共振周波数（図５中＊印で表示）
である１４５．９（Ｈｚ）としたときに、起動時間が３４．５（ｍｓ）、振動量が１．９
９（Ｇ）となり、ともに最大値となる。そして、共振周波数からはずれたところでは、起
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動時間が早くなるとともに振動量が低下することがわかる。
【００２０】
　ここで、図５および図６で求めた振動量および起動時間を用いて起動速度を確認する。
起動速度は、次式から求めることができる。
【００２１】
【数１】

　図７には、各周波数に対する起動速度が示されている。図７に示すように、起動速度は
、共振周波数から外れた周波数で駆動する方が大きな値となることがわかる。特に、高い
周波数で駆動した方が、起動速度は大きな値（立ち上がりが早い）となることがわかる。
【００２２】
　次に、初期印加周波数を共振周波数とは異なる周波数で起動し、振動量が飽和した時点
で、共振周波数による起動に切り替えたときの推定起動時間は、次式で得られる。
【００２３】
【数２】

　すなわち、初期印加時の周波数における起動時間と、共振周波数に変更した後の起動時
間の和で求められる。
【００２４】
　図８には、各起動周波数に対する推定起動時間が示されている。図８に示すように、起
動開始時には、共振周波数より高い周波数（ここでは１６０Ｈｚ付近）で駆動し、振動量
が定常振動量に達する付近で駆動を共振周波数に切り替える。
　これにより、起動開始時の起動速度が大きくなる（図７参照）ので、推定起動時間を短
縮することができる。
【００２５】
　次に、制御方法の具体例について説明する。
＜具体例１＞出荷時に個別に周波数を設定する方法
１、工場出荷時に振動発生器１０の共振周波数を測定し、共振周波数及び共振周波数より
一定比率高い起動周波数を制御部である電源部４０に記憶させる。例えば、起動周波数と
して、共振周波数より５％（数Ｈｚ）高い周波数を記憶させることができる。
２、あらかじめステップ１の起動周波数で起動した際に、振動量が飽和するまでの時間を
別途計測しておき、振動量が飽和するまでの時間より一定量短い時間を周波数切り替え時
間として電源部４０に記憶させる。例えば、起動周波数の飽和振動量が共振周波数に対す
る定常振動量よりも大きくなるので、定常振動量を超えないような時間に設定することが
できる。
３、ステップ２で記憶させた時間経過後は共振周波数で駆動する。
【００２６】
＜具体例２＞共振自動追従方法
１、製品（例えば、モバイル機器）に電源を投入した時点で、一度振動発生器１０を駆動
させ、共振周波数を自動検出させる。
２、共振周波数を電源部４０に記憶させる。
３、実際の振動発生器１０の駆動時には、共振周波数より高い起動周波数で駆動させる。
例えば、起動周波数として、共振周波数より５％高い周波数を記憶させることができる。
４、一定時間、起動周波数で駆動した後、共振自動追従モードで駆動する。
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　なお、一定時間としては、事前に最適な時間（固定値）を決め電源部４０に記憶させて
おくことができる。あるいは、製品電源投入時に、求めた共振周波数で一度駆動させ、起
動時間を測定し、その起動時間のある一定の割合（例えば、９割）を共振周波数より高い
周波数で駆動させる方法がある。また、共振周波数自動追従モードでは、誘起電圧をモニ
ターして誘起電圧と駆動波形が同期するように制御する。
【００２７】
＜具体例３＞一定値で固定する方法
１、起動周波数、時間、共振周波数をあらかじめ全体として最適となる値を固定値として
決定する。
２、決められた固定値で振動発生器１０を駆動させる。
【００２８】
　本実施形態の振動発生器１０の制御方法の作用効果について説明する。
　振動発生器１０は、コイル２４が巻回された底板２１と、マグネット３１を有する振動
子３０と、振動子３０を移動可能に支持する架橋部２７と、コイル２４に所定の周波数の
交流電流を印加する電源部４０と、を有する。
　電源部４０は、起動時には振動子３０の共振周波数とは異なる起動周波数の交流電流を
コイル２４に印加して起動する。そして、振動量が、起動周波数における飽和振動量に対
して一定割合に達した時点で、電源部４０は、印加する交流電流の周波数を振動子３０の
共振周波数に変更する。
【００２９】
　すなわち、振動子３０の共振周波数の定常振動量に達するまでの起動時間は、起動周波
数の飽和振動量に対して一定割合の振動量に達するまでの時間と、その後、共振周波数に
よって定常振動量に達するまでの時間との和となる。
　従って、起動周波数を共振周波数と異なる周波数とすることにより起動速度を向上させ
、起動周波数の飽和振動量に対して一定割合の振動量に達するまでの起動時間を短縮化す
る。これにより、振動子３０の共振周波数における定常振動量に達するまでの起動時間を
短縮化することができる。
【００３０】
　特に、利用者に力、振動、動きなどを与えることで皮膚感覚フィードバックを得るハプ
ティクス機能については、振動でパネルへのタッチ感を伝えるために起動時間が短いこと
が要望される。従って、起動時間を短くすることにより、感覚を大きく向上させることが
できる。
　また、起動時に高い電圧を印加する方法も考えられるが、この場合には、電圧を昇圧す
る必要があり、特別な回路を必要とする。一方、本発明では周波数の切り替えを制御すれ
ばよいので別の回路を追加する必要がなく、コストアップを招くことなく容易に起動時間
を短縮化できる。
【００３１】
　また、起動周波数を共振周波数よりも大きくすることにより、起動周波数の飽和振動量
に対して一定割合の振動量に達するまでの時間が短縮化される。
　これにより、振動子３０の共振周波数における定常振動量に達するまでの起動時間を短
縮化することができる。
【００３２】
　また、起動周波数の振動量が飽和振動量に達する前に、電源部４０は、交流電流の周波
数を振動子３０の共振周波数に変更する。
　これにより、振動量が大きくなりすぎるのを防止することができる。また、大きくなり
すぎた振動量が、振動子３０の共振周波数における定常振動量に戻るまでの時間が発生す
るのを防止することができるので、起動時間を短縮化することができる。
【００３３】
　本実施形態の振動発生器１０の作用効果について説明する。
　振動発生器１０は、コイル２４が巻回された底板２１と、マグネット３１を有する振動
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子３０と、振動子３０を移動可能に支持する架橋部２７と、コイル２４に所定の周波数の
交流電流を印加する電源部４０と、を有する。電源部４０は、起動時は振動子３０の共振
周波数とは異なる起動周波数の交流電流を印加して起動する。そして、振動量が、起動周
波数における飽和振動量に対して一定割合に達した時点で、電源部４０は、印加する交流
電流の周波数を振動子３０の共振周波数に変更する。
【００３４】
　すなわち、振動子３０の共振周波数の定常振動量に達するまでの起動時間は、起動周波
数の飽和振動量に対して一定割合の振動量に達するまでの時間と、その後、共振周波数の
定常振動量に達するまでの時間との和となる。
　このため、起動周波数を共振周波数と異なる周波数とすることにより、起動周波数の飽
和振動量に対して一定割合の振動量に達するまでの起動時間が短縮化され、振動子３０の
共振周波数における定常振動量に達するまでの起動時間を短縮化することができる。
【００３５】
　本発明の振動発生器の制御方法および振動発生器は、前述した実施形態に限定されるも
のでなく、適宜な変形，改良等が可能である。
　例えば、前述した実施形態においては、起動時における起動周波数を共振周波数よりも
高く設定する場合について説明したが、起動周波数を共振周波数よりも低く設定すること
も可能である。
【００３６】
　また、前述した実施形態においては、起動時における周波数を変化させて起動時間を短
縮する場合について示した。この他、起動時に周波数を変化させるとともに、瞬間的に駆
動電圧を上げて駆動することも可能である。これにおり、一層効果的に起動時間を短縮す
ることが可能である。
【符号の説明】
【００３７】
　１０　振動発生器
　２１　底板（固定部）
　２４　コイル
　２７　架橋部
　３０　振動子（可動部）
　３１　マグネット
　４０　電源部
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